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単　位　会　会　長　　殿

一般社団法人　日本建築士事務所協会連合会
会　長　　児　玉　耕　二
                                                           　 
令和４年（2022年）度の建築士事務所賠償責任保険（建賠保険）の募集開始
に係る周知・広報について（依頼）

平素より建賠保険につきましては種々ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、2022年度の建賠保険の募集を開始することとなりました。
貴会におかれましては、引き続き建賠保険のさらなる発展と加入率向上に向け、下記２により会員への周知・広報等にご協力くださいますようお願い申し上げます。
2022年度の建賠保険の主な改定点は下記１の通りですが、今般開発した「損害拡大防止補償」は、従来の建賠保険では対応できなかった事故を補償する特約で、業界先駆けての商品となります。この特約は、会員にとっても大きなメリットになると自負しております。
お忙しいところ恐縮ですが、趣旨をご理解の上、何卒お願い申し上げます。

記
１．制度改定
（１）損害拡大防止補償の新設(別添①)
[bookmark: _Hlk92811422]　　・建築物の「瑕疵」が発覚し、「滅失・破損」が発生する前に対策を講じた際の修補費用を補償する特約です。
　　・基本プランでは対応できなかった、損害拡大を防止する費用を補償します。
（２）構造基準未達補償の免責金額の引き下げ
　　・構造基準未達補償の免責金額を５００万円から１００万円に引き下げます。
（３）事故割増規定の変更
　　・事故割増の事故カウントを従来の基本プランのみから、構造基準未達補償、法令基準未達補償も対象とし、適正化を図ります。

２．広報・周知について
（１）建賠保険簡易パンフレットの会員への配布等
別添②のとおり会員専用の簡易パンフレットを作成しました。次の方法で周知・広報してください。
Ａ：会誌「日事連」で印刷物を選択されている単位会におかれては、簡易パンフレットを会
誌送付と同数分をお送りしますので、２月号会誌とともに同封してください。
（２月号と簡易パンフレットは１月２８日㈮午前着で送付予定です。）
Ｂ：Ｗｅｂ版を選択されている単位会におかれては、単位会ＨＰ等にPDFでご掲載ください。
· 日事連から会員へ直送している分（４単位会）は、日事連で同封して会員へ送付します。

（２）貴会ＨＰに2022年度の建賠保険の募集開始掲載
日事連サービスＨＰにおいて１月２０日前後に２０２２年度の募集開始をアナウ
ンスします。貴会ＨＰにおきましても、建賠保険の募集開始をご掲載ください。
日事連ＨＰにも掲載しますので参考にしてください。
　　　日事連ＨＰ：https://www.njr.or.jp/insurance/
日事連サービスＨＰ：https://njs-ins.com/

（３）所属会員へのメール発信
　　　貴会で、会員へメールの一斉配信を行っている場合には、１月２５日以降に会員宛に建賠保険の募集開始をメールでお知らせください。別添③の通りモデル文案を作成しましたので、ご活用ください。
　　　会員へメールを送信される際に、どの単位会が送られたか把握できるよう、CCあるいは
BCCに日事連サービスのメールアドレスを入れていただければ幸いです。
　　　　　＊日事連サービスメールアドレス：njs-q@nichijiren-service.com

３．2022年度の募集スケジュール
　　2022年度建賠保険の募集スケジュールは以下のとおりとなります。
　　
　　１月２０日前後　　　 建賠保険団体募集ＨＰページ　オープン
１月２５日(火)以降　　満期案内文書を既加入者に順次発送
　　　　　　　　　　　＊事務集中回避のため、書類申込とＷｅｂ申込で発送時期をずらします。
　　　２月　２日(水)　　　　建賠保険パンフレットを単位会送付
　　　２月１０日(木)　　　　加入依頼書(従来型)申込締切日
　　　３月　８日(火)　　　　Ｗｅｂ申込締切日
　　　３月２０日(日)　　　　新規加入締切日
　　　４月　１日(金)　　　　満期更改日

　　　＊他団体から日事連の建賠保険に切替える場合、補償の切れ目なく継続手続きができれば、他団体の補償開始日を遡及して引き継ぐことが可能です。
（無事故証明書等の書類を提出する必要があります。また、無事故割引等引き継ぐことができない特約・制度があります。)　
詳細は、日事連サービスまでご相談ください。
